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問佐賀県後期高齢者医療広域連合 業務課 資格賦課係　☎ 0952-64-8476

後期高齢者医療制度加入者の皆さまへ
令和 8年 7月下旬に資格確認書または資格情報のお知らせをお届けします。

　※お手元の資格確認書の有効期限は令和 8年 7月 31日です。
　※年齢は令和 8年 8月 1日時点を基準とします。
　※手続きは不要です。

■ 85歳以上の方
資格確認書をお届けします。届いた資格確認書で受診できます。

■ 84歳以下の方
マイナ保険証の利用状況により、資格確認書または資格情報のお知らせをお届けします。
【資格確認書が届く方】
次に該当する方は、手続き不要で新しい資格確認書をお届けします。届いた資格確認書で受診できます。
・マイナ保険証をお持ちでない方
・マイナ保険証を普段利用していない方（下記①②のいずれも満たさない方）
【資格情報のお知らせが届く方】
マイナ保険証を普段から利用している方には資格確認書は送付されません。
次の①②の両方を満たす方は、ご自身の資格情報を確認できる「資格情報のお知らせ」を送付します。
原則としてマイナ保険証で受診してください。
① 過去 1年間で 6回以上利用
② 概ね直近 3か月以内にも利用
※利用状況は、7月下旬に発送する通知の作成時点の情報に基づきます。
※マイナ保険証での受診が難しくなった場合は、申請により資格確認書を交付します。
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